
 

 

 

パブリック・コメント実施結果 

 

（１）政策等の題名  三郷市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正する 

条例（案）について 

（２）意見の募集期間  令和５年１２月２６日（火）から令和６年１月３０日（火） 

（３）意見の提出状況  提出人数：市民１名、提出意見：１件 

 

■日付 

令和６年１月３日 

■該当箇所（頁、段落など） 

３ページ（２）法改正への対応以外で、空家等対策の強化を図るための条例改正内容 ほか 

■意見等の概要 

応急措置が必要な事態が起きた時に速やかに対応することが求められるが、事前に法令

による裏付けがあることは重要であり、この改正は適正だと思われる。 

三郷市の現状として、高齢者の一人住まいや、相続に伴う空き家が増加していることから、

管理不全空家に関する規定も重要であり、政策に期待しています。 

■市の考え方 

改正案の内容にご賛同いただき、ありがとうございます。 

適切に管理されていない空家等は、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしますことから、

市としましても、今回の改正内容を通じて、こうした空家等への対策の強化を図っていきたい

と考えております。 
 


